
 

 

 

《地震発生時の対応》  

（１）教職員在校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童の安全確保 

１ 地震発生 

＜副校長・職員室の教員＞ 

○安全確保 

・「地震です。地震です。教室にいる児童は、机の

下にもぐり机の脚をしっかりと持ちなさい。校庭

や体育館にいる児童は、真ん中に集まって座りな

さい。」 

※廊下等の場合、教室内に避難する。 

 

＜担任＞ 

〇児童に落ち着くよう指示 

○ドアや窓を開けて出口を確保する。 

○火災など二次災害を防止する。 

 ・コンロ、ファンヒーター等の火を消す。  

 ・コンセントを抜き、ガスの元栓を閉める。  

○負傷者を確認する。 

３ 校舎外避難の決定と指示 

＜用務主事・専科教員等＞ 

○避難経路の安全を確認する。 

 ・ドアや窓付近の落下物等危険物を除去し、脱出口

を確保する。→被害状況を主事室で集約 

※自力で避難できない児童の安全確保を優先 

４ 校舎外避難 

＜副校長＞ 

〇全校児童に避難の指示（緊急放送） 

 「地震がおさまりました。教室にいる児童は防災頭

巾をかぶり、静かに校庭に避難しなさい。」 

＜専科教員＞ 

〇校舎内の残留児童確認 

＜担任・用務主事＞ 

※おさない・かけない・しゃべらない・もどらないの

徹底 

※避難の際、ヘルメット・非常持ち出し袋（懐中電

灯・ブルーシート・ろうそく・マッチ、軍手・縄・

救急セット）を携帯。 

※災害時引き渡しカードは、副校長※校庭に集合した

ら、学年・学級ごとに整列させ、腰を降ろして低い

姿勢で待機 

７ – １ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震時対応、留意事項 

震度  学校の対応  

震度 5 強以上 
〇児童は、保護者が引き取りに来るまで学校に待機

させる。  

〇すくすくスクールと連携し、安全確認を行う。  

〇引き渡し名簿をもとに、保護者に引き渡す。ただ

し、引き渡し名簿に書かれていない場合でも、確認

が取れれば引き渡す。  

〇津波等の恐れがある場合は、全児童を４F に避難

させる。  

〇通学路を点検し、安全を確認する。  

〇避難所開設の準備をする。  

震度５弱以下 
〇通学路を点検し、安全を確認する。  

〇原則として、方面別集中下校の処置をとる。連絡

メールにより保護者に下校する旨通知する。  

〇すくすくスクールと連携し、安全確認を行う。  

〇保護者が帰宅困難であると事前に届け出がある場

合、学校で待機させる。  

震度４ 
〇安全が確認できたら、通常の授業に戻る。  

〇必要な場合は、方面別集中下校の処置をとる。連

絡メールにより保護者に下校する旨通知する。  

※保護者が家にいないことが予想される場合は、学

校で待機させる。  

震度３以下 
〇状況確認後、通常授業。通常下校  

 

 

 

 

 

 

 

５ 避難後の安全確保 ○人員の確認と安否確認…副校長が集約 

○負傷者を確認し応急処置、関係機関への通報 

○児童の不安への対処 

 
６ 状況把握 ○ラジオ等で、地震についての情報を収集 

 

７ – ２ 



 

 

 

震度５強（「固定していない家具が倒れることがある」程度）以上の場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校災害対策本部の設置 ○非常配備態勢を取る。 

※教職員各自の役割を確認し校長が業務を指示 

○行方不明者を捜索 

○負傷者の応急手当 

○受水槽、高架水槽・ガス元栓閉栓。 

機械警備システムを解除 

○ラジオ等で情報を収集 

○校舎・校庭・体育館の被害状況を確認 

学校周辺の状況把握（施設・住民） 

○被害の状況、負傷者の人数等を把握 

※ （ 教 育 推 進 課 庶 務 係  5662-1621  or 

070-6561-9179）に報告 

○救助を要する児童がいる場合、消防へ通報 

２ 保護者への連絡 ○震度５強以上、または５弱以下であっても公共交通機関が

停止した場合は、保護者が引取りに来るまで児童を学校に

待機 

○児童の引渡しについて保護者に連絡（ＨＰ、連絡メール） 

 

 

他の避難場所に移動する場合 

○人員確認 

○校門などに避難先を掲示 

○学校集団の先頭は副校長 

・昇降口前：1 組担任、用務主事 

1 階：養護教諭 

2 階：１・２年の２組担当 

３階：３・４年の２組担当 

４階：５・６年の２組担当 

〇防災頭巾着用 

○避難場所に着いたら、人員確認 

○行方不明の児童がいる場合は、捜索  

３ 保護者への引渡し 

○通学路の安全確保 

○担任が災害時引渡しカードで、引渡し 

※災害時引渡しカードに未登録の人が来た場合は、確認

ができるまで引渡しを行わない。 

 

４ 緊急避難所の開放 ○残留児童と避難者の待機スペース（昇降口前等）を確保 

○雨天時や厳寒期は施設の安全確認終了後、体育館に誘

導 

○避難所運営協議会の立上げ 

〇避難所開設マニュアルに基づき、避難所開設準備 
５ 避難所開設準備 

７ – ３ 



 

 

 

震度５弱（「不安定なものが倒れることがある」程度）以下の場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 校舎内外の被害状況の点検 

２ 児童の安全確保 

３ 学校周辺の状況確認 

４ 児童の下校 

○校舎内外の目視による点検 

〇教室及び体育館の状況確認 

○教室に誘導、待機 

○ラジオ等で、地震についての情報を収集 

（津波、河川の決壊、周辺の火事等） 

○通学路の状況確認（建物や道路の状況） 

○区の指示を待ち、学区域の安全が確認されたら、方

面別集中下校  

※震度４以上の場合は、原則として、方面別集中下

校の処置をとる。連絡メールにより保護者に下校す

る旨通知する。 

７ – ４ 



 

 

 

＜留意点＞ 

〇平常時  

 （１）在籍数を記入した「確認票」を常備  

 （２）職員室前の「児童出欠表」に始業時の出欠・遅刻・早退の状況を記入  

 

〇授業中…児童は、教員の指示に従う。  

１  避難前  

 （１）緊急放送を良く聞き、避難経路を確認  

 （２）窓をしめる  

 （３）防災頭巾を着用  
 

２  避難中  

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くして移動  

（２）「お（おさない）、か（かけない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」  

 

３  人員確認  

 （１）校舎を背にして、クラスごと整列  

 （２）担任 (教科担任)が点呼を行い、副校長に報告  

    「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不

明）」  

     ＊「欠席」とは、その時点での不在児童のこと。（早退・遅刻・出席停止・

忌引等を含む）  

 

〇休み時間等… 児童は自主的に判断して、避難  

１  避難前  

 （１）緊急放送を良く聞き、避難経路を判断する。  
 

２  避難中  

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くして移動  

（２）「お（おさない）、か（かけない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」  

 

３  人員確認  

 （１）校舎を背にして、クラスごとに整列  

 （２）担任が点呼を行い、副校長に報告  

    「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不

明）」  

     ＊「欠席」とは、その時点での不在児童のこと。（早退・遅刻・出席停止・

忌引等を含む）  

 

 

 

７ – ５ 



 

 

 

（２）校外活動中に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地震発生 

２ 安全確保 

○正確な状況把握と的確な指示 

（下見時の見学施設の把握、避難経路・避難場所の

確認、施設管理者等との打合せ） 

○最寄りの避難場所に避難する。 

※宿泊場所で発災した場合は、その管理者に従う。 

※電車、バス等に乗車中は、係員の指示に従う。  

○児童の安全確保ができ次第、学校に現状の報告  

〇学校と連携して保護者に速やかに連絡 

○児童の不安への対処 

３ 近くの避難場所へ避難 

○施設管理者等の指示に従い、避難 

○避難場所、救護施設がない場合、地元の人や機関等

から情報を入手 

※海岸での津波、山中での崖崩れ・落石に注意  

４ 避難後の安全確保 

○人員を確認 

〇負傷者の応急手当 

○児童の不安への対処 

（状況説明、今後の対応等の説明） 

５ 学校への連絡 

６ 避難後の対応決定 

○学校への連絡、 

※状況報告、指示のもと対応 

（連絡が不通の場合は、教育委員会や公的機関へ） 

○学校から教育委員会へ連絡 

○学校から保護者へ連絡 

○教育委員会からの指示のもと、地元の公的機関へ救援

を要請 

７ – ６ 



 

 

 

（３）登下校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の行動 教職員の対応 

１ 地震発生 

２ 安否確認のた 

めの活動開始 

○校内の児童の安否確認 

○登下校中の児童の安否確認 

 

 

通
学
路
巡
視 

校
内
巡
視 

自
宅
確
認 

○児童の所在を確認 

〇 児 童 は 、 校 庭 に 避

難・待機 

 

３ 児童の安全確保 

４ 避難後の対応決定 

○出勤途中の場

合は、学校に

向かう。 

○保護者（引取り

名簿にある人）

への引渡し 

※引き渡しまで、

児童は学校待機 

 

１ 地震発生 

２ 安全確保 

○頭部を保護し、身を低く

する。 

○建物、ブロック塀、窓ガ

ラスから離れる。 

○車道に出ない。 

３ 避難 

○登下校中の場合 

・そのまま学校に来る 

〇下校途中の場合 

 ・そのまま家に帰る 

※特に下校中は、家や学校

への距離、途中のビルや店

舗への避難等、臨機応変な

対応が必要となるため、普

段から、「自分の命は、自

分で守る。」という対応に

ついて、各家庭でも話し合

っておいてもらう。 

 

自宅 学校 

７ – ７ 



 

 

 

（４）教職員在校時外の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学校教職員非常配備計画 

時間の流れ 

地

震 

勤務時間内

発災 

 

平常時の

態勢 
勤務時間外

発災 

 

 震度５強以上で、災害対策本部を設置する。以下のような非常配備態勢を取る。 

◎ 非常配備態勢(勤務時間内)  … 通常業務を縮小(停止)し、応急業務体制に移行 

    [１] 児童・職員の安否確認及び保護者への引渡し 

      ①児童の安全確保 

      ②教職員の安全確保 

      ③保護者への引渡し連絡 

    [２] 被害状況の確認 

      ①受水槽及び高架水槽のバルブを閉栓  

      ②建物および施設周辺の状況確認    

      ③ガス、電気等ライフラインの状況確認  

◎ 特別非常配備態勢時は、自主参集し、避難所の設置及び運営に協力 

  ＊避難所開設・運営については、災害対応マニュアル（避難所開設）参照 

 

１ 地震発生 

２ 教職員の参集 

○震度５強以上の場合は、非常配備計画に基づき、教職員

は自身及び家族の安全を確認した後、直ちに学校に参集  

○学校災害対策本部を設置 

○状況により臨時休校等の措置や、教育委員会や保護者へ

の連絡 

３ 災害状況確認 

○校舎の被災状況を確認 

○電気、水道等、ライフラインの被災状況を確認 

○教職員の安否、住居の被災状況を確認 

○児童等及び保護者の安否、住居の被災状況を確認 

○避難所の状況を確認 

○地域（通学路等）の被災状況を確認 

○教育委員会への被害状況の報告 

４ 避難後の対応決定 

非常配備態勢 

特別非常 

配備態勢 

７ – ８ 



 

 

 

(６)授業再開に向けた対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地震発生 

２ 教職員の参集 

○非常配備計画に基づき、教職員は家族の安全を確認した

後、直ちに学校に参集 

○学校災害対策本部を設置 

○状況により臨時休校等の措置 

※教育委員会や保護者に連絡 

３ 災害状況確認 

○校舎の被災状況を確認する。 

○電気、水道等、ライフラインの被災状況を確認 

○教職員の安否、住居の被災状況を確認 

○児童等及び保護者の安否、住居の被災状況を確認 

○避難所の状況を確認 

○地域（通学路等）の被災状況を確認 

○教育委員会へ児童の被害状況（教科書、文房具等の紛

失・焼失状況も含む）を報告 

４ 授業再開の準備 

○校舎等の被害に対する応急措置。 

○校舎等の安全点検、危険度判定調査を実施 

○ライフライン、仮設トイレを確保 

○教室を確保する。（他施設の借用、仮設教室の建設） 

○通学路の安全を確保 

○児童の避難先等の動向を把握 

○学用品、救援物資等の受入れ 

○児童等の心理的影響を確認 

○避難所の運営状況との関係を確認 

 

５ 臨時登校、家庭訪問 

 被災状況調査の実施 

○児童等の確認（避難移動した児童等含む）と学級編成 

○保護者への連絡方法を確認 

○児童等の被災状況（教科書、学用品等）を確認 

○通学の安全について指導 

○避難移動した児童等の訪問、実情の把握  

 

６ 教育委員会との協議・調整 

○校舎施設・設備等の復旧、仮設教室建設等 

○教職員を配置（指導体制、臨時時間割の編成） 

○教科書等を確保 

○学校給食の再開に向けた対策 

○被災児童等に対する学校納付金等の減額・免除 

○授業再開の保護者への連絡 

○「心のケア」指導対策の確立 

 

７ 授業再開 
７ – ９ 



 

 

 

（７）主要連絡先一覧 

①公的機関 

区教委指導室    5662-1634 

小岩警察署     3671-0110 

小岩消防署     3672-0119 

②医療機関 

江戸川病院      3673-1221 

松江病院       3652-3121 

③学区内避難所 

 一次避難所    小岩小学校    3657-1078 

 地域拠点    小岩事務所    3657-1101 

070-6561-4905（災害用ＰＨＳ） 

 食品等集積地  小岩区民館  3657-7611 

緊急医療救護所 小岩健康サポートセンター  3658-3171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ – １０ 



 

 

 

（８） 日常的な学校防災活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校防災委員会の設置 

○危機管理マニュアルの策定 

○防災教育・防災訓練の計画、実施 

○日常的な施設点検等の実施 

○区教育委員会、区役所との連絡・調整 

【組織】 

委員長    副委員長     総務係(教務主任)…災害対応ﾏﾆｭｱﾙ・災害対策本部組織 

（校長）  （副校長）             の整備、資料、情報収集、記録 

                施設･設備係(副校長･事務･用務主事)施設・設備の点検 

               防災教育係(生活指導主任)…防災教育､避難訓練､研修企画 

                救急・救護係(養護教諭)…応急手当、防災用具の取扱指導 

学校施設・設備等の点検・整備 

災害対応マニュアルの策定 

○災害の状況別の具体的対応策 

○児童等の安否確認方法、保護者への引渡し計画  

○関係機関への連絡体制の整備 

○薬品保管庫等の危険物保管所をはじめ、校内及び

敷地内の施設・設備全般についての点検（定期・

随時・日常） 

○物品の倒壊・落下防止対策 

○消防法に基づく点検・整備 

 

防災上必要な用具等の点検整備 

○保管場所の把握 

○重要書類等の保管（校長印、学校沿革史、卒業生

台帳、指導要録、人事関係書類等） 

 

 

防災教育の実施 

○防災訓練推進計画の作成 

○児童の発達段階に応じた防災教育の実施 

○多様な状況を想定した避難訓練の実施 

○家庭、地域とともに考える防災教育の実施  

○防災研修の実施 

○「心のケア」の視点にたつ研修 

情報・連絡体制の整備 
○一元的な情報管理 

○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に

連絡すべき機関の把握（リストアップ） 

○保護者への緊急連絡方法の協議 

 
ＰＴＡ・地域等との連携 ○近隣校・地域団体との連携 

○各種機会を捉えた、危機管理マニュアルの保護

者・地域の方等への周知 
７ – １１ 



 

 

 

★保護者等への周知 

 

 保護者に対して、地震発生時の児童の帰宅方法及び投稿方法などは以下の通りと

することを定期的に周知する。 

 

・震度 5 強以上の地震の場合は、原則として保護者への引き渡しを行う。  

保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。 

 

・震度 5 弱以下の地震の場合は、原則として下校させる。必要に応じて集団  

下校とする。なお、保護者が帰宅困難であると事前に連絡などがあった児  

童は、保護者と連絡が取れるまで学校で待機させる。 

 

・東海地震の警戒宣言が発令された場合及び警戒宣言発令を検討する判定会が  

招集されたとの報道があった場合は、保護者への引き渡しを原則として下校  

させる。 

  

 ・登下校中に震度５弱以上の地震が発生した場合は、学校もしくは自宅の近い方

に行くように児童に指導しておく。 

 

・児童が在宅中に震度 5 弱以上の地震が発生した場合及び警戒宣言が発令された

場合、また警戒宣言発令を検討する判定会が招集されたとの報道があった場合

は、原則として学校からの連絡があるまで登校を見合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７ – １２ 



 

 

 

（９）学校災害対策本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本部長（校長）  

 本部の総括、意思決定  

○副本部長(副校長) 

 本部長の指示による  

 連絡・報告等  

○副本部次長（教務主任）  

 各班の連絡・調整等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災

害

対

策

本

部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総務 

・災害情報の収集 

・保護者への引渡し連絡メールの送信 

・学校 HP 更新 

避難誘導 

・避難誘導 

・児童等の安全確保 

・保護者との連絡 

・児童の下校、引き渡し 

救護 

・被災者の救護 

 

 副校長 

教務主任 

生活指導主任 

各学年主任  

養護教諭 

専科通級等教諭 

  

施設安全 

・消火 

・施設等の被害状況の点検把握 

・電気、ガス等の安全措置 

・立入禁止措置などの危険回避対応 

・通学路等の被害状況の把握 

搬出 

・重要書類等の非常搬出、保管 

  事務職員 

避難受入 

・避難所開設・運営の支援・協力 

副校長 

教務主任 

通報連絡 

・全体指揮、避難指示 

・情報収集整理 

・児童及び教職員の安否確認 

・警察、消防等への通報連絡 

教務主任 

情報推進化ﾘｰﾀﾞｰ 

用務主事 

救助 

・残留者の救出 

栄養士 

専科通級等教諭 

７ – １３ 


